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国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら

国
保
制
度
が
変
わ
り
ま
す
！

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は

社
会
保
険
等
に
比
べ
て
高
齢
者

が
多
く
、
医
療
費
水
準
が
高
い

一
方
で
、
加
入
者
の
所
得
水
準

は
低
く
、
国
保
税
軽
減
世
帯
が

約
７
割
を
占
め
て
い
る
な
ど
、

保
険
給
付
を
支
え
る
だ
け
の
税

収
確
保
が
難
し
い
と
い
う
構
造

的
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
の
国
保
制
度
改
正
に

よ
り
、
都
道
府
県
が
財
政
運
営

の
責
任
主
体
と
な
っ
て
、
国
保

運
営
の
中
心
的
な
役
割
を
担

い
、
制
度
を
安
定
化
さ
せ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
市
町
村
は
、
資
格
管

理
、
保
険
給
付
、
国
保
税
率
の

決
定
、
賦
課
・
徴
収
と
い
っ
た

地
域
に
お
け
る
き
め
細
か
い
事

業
を
引
き
続
き
行
う
こ
と
と
な

り
ま
す
。

鳥
取
県
・

　
智
頭
町
の
共
同
運
営

国
保
加
入
者
へ
の

　
　
　
　
　
影
響
は
？

４
月
か
ら

　
　
変
わ
る
こ
と
は
？

被
保
険
者
証
等
の
様
式

　

鳥
取
県
が
保
険
者
と
な
る
た

め
、
保
険
証
や
各
種
認
定
証
の

様
式
が
変
わ
り
ま
す
。

国
保
資
格
の
取
得
・
喪
失
届

　

鳥
取
県
内
の
転
出
入
で
あ
れ

ば
、
資
格
の
取
得
・
喪
失
が
生

じ
な
く
な
り
、
手
続
き
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

高
額
療
養
費
の
計
算
方
法

　

鳥
取
県
内
の
転
出
入
で
あ
れ

ば
、
高
額
療
養
費
の
多
数
回
該

当
は
通
算
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
加
入
者
の
医
療
負
担
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

問合せ先　　保健センター福祉課　　☎７５－４１０１

　

国
保
の
し
く
み
は
変
わ
り
ま

す
が
、
加
入
者
の
医
療
の
受
け

方
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
国
保
税
納
付
先
や
各

種
届
け
出
窓
口
に
も
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
。

鳥取県智頭町国保

智頭町国保

・・・

618

－20℃

・国保事業費納付

・国保税納付

・標準国保税率提示
・保険給付費等支払

・国保税賦課徴収
・各種届け出
・保険給付等申請

・保険証等交付
・保険給付

鳥取県庁

鳥取県 鳥取県智頭町
国保加入者保健センター

福祉課

役場
税務住民課

新しく加わるもの 国保の窓口は今までどおり変更ありません
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本
町
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

に
関
す
る
業
務
の
担
当
課
は
、
福

祉
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）
と
税
務

住
民
課
（
役
場
）
で
す
。
そ
れ
ぞ

れ
役
割
が
異
な
る
た
め
、
福
祉
課

で
は
対
応
で
き
な
い
業
務
、
税
務

住
民
課
で
は
対
応
で
き
な
い
業
務

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

こ
ん
な
と
き
は
福
祉
課
へ

こ
ん
な
と
き
は

　
　
　
　
税
務
住
民
課
へ

保
険
を

　
切
り
替
え
る
と
き
は
？

役場
税務住民課

保健センター
福祉課

国
民
健
康
保
険
関
連
の
手
続
き

　
窓
口
は
福
祉
課
？　

税
務
住
民
課
？

本
町
国
保
に
加
入
す
る

（
国
保
資
格
取
得
・
保
険
証
発
行
）

社
会
保
険
等
に
加
入
す
る

（
国
保
資
格
喪
失
・
保
険
証
返
還
）

保
険
証
を
紛
失
し
た

（
保
険
証
再
発
行
）

古
い
保
険
証
を
使
用
し
た

（
不
当
利
得
の
返
還
）

高
額
な
医
療
費
を
支
払
っ
た

（
高
額
療
養
費
の
現
金
給
付
）

高
額
な
医
療
費
を
支
払
う
予
定

（
限
度
額
認
定
証
の
発
行
）

非
自
発
的
失
業
者
に
該
当
す
る

（
保
険
税
減
免
）

国
保
加
入
者
の
出
生
・
死
亡

（
出
産
育
児
一
時
金
・
葬
祭
費
の

　

支
給
）

　
そ
の
他
、
保
険
証
、
医
療
費
に

関
す
る
問
合
せ

保
健
セ
ン
タ
ー
福
祉
課

　
☎
75
ー
４
１
０
１

本
町
に
転
入
す
る

（
住
民
票
の
異
動
）

※
別
途
、
福
祉
課
で
保
険
証
発
行

手
続
き
が
必
要
で
す
。

本
町
か
ら
転
出
す
る

（
住
民
票
の
異
動
）

※
県
外
へ
転
出
す
る
際
は
、
別
途

福
祉
課
で
国
保
脱
退
の
手
続
き

が
必
要
で
す
。

国
保
税
を
納
付
す
る

国
保
税
の
税
額
に
疑
問
が
あ
る

（
税
額
計
算
の
説
明
）

納
付
書
を
紛
失
し
た

（
納
付
書
の
再
発
行
）

住
民
税
の
未
申
告
者
が
い
る

（
保
険
税
の
更
正
）

　

そ
の
他
、
国
保
税
の
課
税
・
納

付
に
関
す
る
問
合
せ

役
場
税
務
住
民
課

　
☎
75
ー
４
１
１
７

　

医
療
保
険
切
り
替
え
期
間
中
に

受
診
す
る
と
き
は
、
そ
の
時
点
で

お
持
ち
の
保
険
証
で
は
な
く
、
切

替
え
後
に
適
用
と
な
る
医
療
保
険

の
「
資
格
証
明
書
」
で
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。
特
に
社
会
保
険
等
の

保
険
証
は
、
届
け
出
か
ら
発
行
ま

で
１
週
間
か
ら
１
ヶ
月
か
か
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
期
間
は
、

受
診
の
前
に
事
業
主
や
保
険
医
療

機
関
等
の
支
払
窓
口
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
他
保
険
適
用
中
に
誤
っ

て
古
い
保
険
証
を
使
っ
た
と
き
は
、

保
険
者（
国
保
の
場
合
は
智
頭
町
）

が
負
担
し
た
医
療
費
を 

全
額

返
還 

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

問合せ先　保健センター福祉課　☎７５－４１０１／役場税務住民課　☎７５－４１１７

×

証明書○
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